
N0!就活セクハラ

こんな場面で、こんな行為を受けていませんか？

（引用：令和3年4月 厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」）

インターンシップに参加したとき

就活中にハラスメントを受けていませんか？

匿名での相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。相談は無料です。

お問い合わせ先 所在地 電話番号

三重労働局総合労働相談コーナー 津市島崎町327－2 ０５９－２２６－２１１０

四日市総合労働相談コーナー 四日市市新正2－5－23 ０５９－３５１－１６６２

松阪総合労働相談コーナー 松阪市高町493－6 ０５９８－５１ー００１５

津総合労働相談コーナー 津市島崎町327－2 ０５９－２９１－６７８８

伊勢総合労働相談コーナー 伊勢市船江1－12－16 ０５９６－２８－２１６４

伊賀総合労働相談コーナー 伊賀市緑ヶ丘本町1507－3 ０５９５－２１－０８０２

熊野総合労働相談コーナー 熊野市井戸町672－３ ０５９７－８５－２２７７

受付時間 ９：３０～１６：３０（土日祝・年末年始を除く）

平成29年度から令和元年度に就職活動またはインターンシップを経験した男女の中で、
就活等セクハラ※を受けたと回答した方の割合は約4人に1人（25.5％）となっています。
（令和3年4月 厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」）。

三重労働局では、就活生に対する説明会等の機会に企業へハラスメント防止について
周知啓発を行っているところです。

就活中やインターンシップの場において、セクシュアルハラスメントや、妊娠、出産
等に関するハラスメント、またはパワーハラスメントを受けた場合は、大学等のキャリ
アセンターや、最寄りの総合労働相談コーナーまで相談してください。

食事やデートへの執拗な誘い

不必要な身体への接触

性的な事実関係に関する質問

性的な冗談やからかい

企業説明会やセミナーに参加したとき

就職採用面接を受けたとき

内々定を受けた時や受けた後

三重労働局 雇用環境・均等室

（R3.8.2作成）


